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新
潟
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

を
こ

こ
に

公
布

す
る

。
 

令
和
５
年
３
月
2
8
日
 

新
潟
県
知
事
 
 

花
 

角
 

 
英

 
世

 

新
潟
県
規
則
第
1
7
号
 

新
潟
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る

規
則
 

 
新
潟
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
（
昭
和
4
7年

新
潟

県
規

則
第

6
3
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
中
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
（
以

下
「

改
正

部
分

」
と

い
う

｡
)
を

当
該

改
正

部
分

に
対

応
す

る
同

表
の

改
正
後
の
欄
中
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
に
改
め
る
。
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
の
表
中
太
線
で
囲
ま
れ
た
部
分

（
以

下
「

改
正

表
」

と
い

う
｡
)
に

対
応

す
る

次
の

表
の

改
正

後
の

欄
の
表
中
太
線
で
囲
ま
れ
た
部
分
（
以
下

「
改
正
後
表
」
と
い
う
｡
)
が
存
在

す
る
場
合
に
は
当
該
改
正
表
を
当
該
改
正
後
表
に
改
め

、
改

正
表

に
対

応
す

る
改

正
後

表
が

存
在

し
な

い
場

合
に

は
当

該
改

正
表
を
削
る
。
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
寄
宿
料
）
 

第
4
3
条
 

条
例

第
1
8
条
第

１
項

の
規
則
で

定
め

る
額
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(
1
)
 
新
潟
県
立
新
潟
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
寄
宿
舎
 
3
,
5
9
0
円
 

(
2
)
 
新

潟
県
立
魚
沼
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
寄
宿
舎
 
1
,
8
0
0
円
 

 別
表
第
１

（
第
４
条
の
２
関
係
）
 

訓
 
練
 

科
 

訓
練

の

対
象

と

な
る

技

能
及

び

こ
れ

に

関
す

る

知
識

の

範
囲
 

教
 
 
 
科
 

訓
練

期
間

及
び

訓
練

時
間
（

単
位

は
時

間
と

す
る

。
）

 

設
 

 
 

備
 

訓
練
系
 

専
攻
科
 

種
 
別

 
名

 
称

 

（
略
）
 

機
械
系
 

精
密
機

械
加
工
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

 
科
 

（
精

密

加
工

科
）
 

 
 

 
 

 

（
寄

宿
料

）
 

第
4
3
条

 
条

例
第

1
8
条

第
１
項

の
規
則
で

定
め

る
額
は
、

次
の

各
号
に
掲

げ
る

区
分
に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定
め

る
額
と
す
る
。
 

(
1
)
 
新

潟
県

立
新

潟
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
寄
宿
舎
 
3
,
5
0
0
円
 

(
2
)
 
新

潟
県

立
魚

沼
テ

ク
ノ
ス
ク
ー
ル
寄
宿
舎
 
1
,
8
5
0
円
 

 別
表

第
１
（

第
４

条
の

２
関
係
）
 

訓
 
練

 
科
 

訓
練

の

対
象

と

な
る

技

能
及

び

こ
れ

に

関
す

る

知
識

の

範
囲
 

教
 
 
 
科
 

訓
練

期
間

及
び

訓
練

時
間
（
単
位

は
時

間
と

す
る
。
）
 

設
 
 
 
備
 

訓
練

系
 
専

攻
科

 
種
 
別
 

名
 
称
 

（
略

）
 

機
械

系
 

Ｎ
Ｃ

機

械
科

 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 
 （

精
密

加
工

科
）
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（
略
）
 

 
 

建
築
施

工
系
 

建
築

施

工
科
 

（
木

造

建
築

科
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略
）
 

 別
表
第
２

（
第
2
7
条
の
２
関
係
）
 

 
(
1
)
 
（
略
）
 

 
(
2
)
 
短
期
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
（
前
号
に
係
る
も

の
を

除
く

｡
)
 

訓
 
練
 

科
 

訓
練

の

対
象

と

な
る

技

能
及

び

こ
れ

に

関
す

る

知
識

の

範
囲
 

教
 
 
 
科
 

訓
練

期
間

及
び

訓
練

時
間
（

単
位

は
時

間
と

す
る

。
）

 

設
 

 
 

備
 

種
 
別

 
名

 
称

 

（
略
）
 

            

（
略

）
 

 
 

建
築

施

工
系

 

木
造

建

築
科

 

   

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略

）
 

 別
表

第
２
（

第
2
7
条

の
２

関
係
）
 

 
(
1
)
 
（

略
）
 

 
(
2
)
 
短

期
課
程

の
普

通
職
業
訓
練
（
前
号
に
係
る
も
の
を
除
く
｡
)
 

訓
 
練

 
科
 

訓
練

の

対
象

と

な
る

技

能
及

び

こ
れ

に

関
す

る

知
識

の

範
囲
 

教
 
 
 
科
 

訓
練

期
間

及
び

訓
練

時
間
（
単
位

は
時

間
と

す
る
。
）
 

設
 
 
 
備
 

種
 
別
 

名
 
称
 

（
略

）
 

エ
ク

ス
テ

リ
ア
左

官
科

 

   

 
 

訓
練
期
間
 

１
年
 

訓
練
時
間
 

 
総
時
間
 

1
,
4
0
0
 

建
物

そ

の
他

の

工
作
物
 

教
室
 

実
習
場
 

機
械
 

左
官

用

機
械
類
 

 
そ
の
他
 

器
工

具

類
 

計
測

器

類
 

製
図

器

及
び

製

図
用

具



 

4
 

                         （
略
）
 

 
 

類
 

 
 

 
 

 
教
材
類
 

 
建
築
物
 

の
仕
上
 

１
 
学
科
 

(
1
)
 
建
築
生
産
概
 

6
0
 

 
 

 
げ

に
お

け
る

基

礎
的

な

技
能

及

び
こ

れ

に
関

す

る
知
識
 

 
論
 

(
2
)
 
建
築
構
造
 

(
3
)
 
建
築
製
図
 

(
4
)
 
建
築
仕
上
法
 

(
5
)
 
安
全
衛
生
 

(
6
)
 
関
係
法
規
 

２
 
実
技
 

(
1
)
 
機

械
操

作
基

本
実
習
 

(
2
)
 
調
合
実
習
 

(
3
)
 
足
場
実
習
 

(
4
)
 
安

全
衛

生
作

業
法
 

(
5
)
 
測

定
及

び
墨

出
し
実
習
 

(
6
)
 
下

地
施

工
実

習
 

(
7
)
 
左

官
施

工
実

習
 

(
8
)
 
タ

イ
ル

施
工

実
習
 

(
9
)
 
養
生
 

      

4
4
0
 

 
 

（
略

）
 

 

附
 
則
 

 
（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
規
則
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す

る
。
 

 
（
経
過
措
置
）
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２
 
改
正
後
の
第
4
3
条
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の

日
以
後

に
お

け
る

寄
宿

に
係

る
寄

宿
料

に
つ

い
て

適
用

し
、

同
日

前
の
寄
宿
に
係
る
寄
宿
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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